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平成２１年度 事業原簿（ファクトシート） 
 

平成２１年 ４月 １日作成 

平成２２年 ５月   現在 

制度・施策名称 新エネルギー・省エネルギーの普及啓発 

事業名称 新エネルギー等非営利活動促進事業 コード番号：Ｐ０３０４１ 

推進部署 エネルギー対策推進部 

事業概要 

地域草の根レベルでの効果的な新エネルギー導入・省エネルギー普及の加速

化を図るため、新エネルギー又は省エネルギーの導入普及促進に資する普及

啓発事業を実施する場合に必要な経費の一部を補助する。 

①対象事業 

新エネルギー・省エネルギー普及啓発事業 

②対象事業者 

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、公益法人その他の営利を目的としない事

業を行う法人格を有する民間団体。 

上記民間団体に加えて 10 人以上の構成員で活動している任意団体で定款に

準ずる書類を有している民間団体。 

③補助率 

１／２以内 

事業規模 

事業期間：平成１５年度～２２年度 

単位：［百万円］

 15-16 年度 

(実績) 

17 年度 

(実績) 

18 年度 

(実績) 

19 年度 

(実績) 

20 年度 

(実績) 

21 年度 

(実績) 

22 年度 

（予定） 

合計 

予算額 3,443 172 164 66 57 44 25 3,971

執行額 2,023 51 27 38 41 38 － 2,218

 

※H15～16 は設備導入(普及啓発含む)事業を、H17 年度以降は普及啓発事業を対象。

１．事業の必要性 

近年の内外におけるエネルギー消費量の著しい増加、京都議定書の発効等国際的な地球環境問

題への関心の高まり等がある中、エネルギー需給構造が脆弱な我が国におけるエネルギーセキュ

リテイの確保及びＣＯ2 等の温室効果ガスの排出抑制対策等地球環境対策の観点から、化石燃料

を代替する新エネルギー導入やエネルギー需要の伸びを低い水準に抑えていく省エネルギーを

より一層推進していくことが必要不可欠な状況にある。 

このため、地域密着型の営利を目的としない事業を行う民間団体等の主導による草の根レベル

の新エネルギー導入促進、省エネルギー普及促進を図ることにより、内外の経済的社会的環境に

応じた安定的かつ適切なエネルギー需要構造の構築を図ることが必要である。 

２．事業の目標、指標、達成時期、情勢変化への対応 

①目 標 

政府が 2010 年に向けた地球温暖化対策として設定した 1,910 万 kL 相当（原油換算）の新エ

ネルギー導入と 5,890 万 kL 相当（原油換算）の省エネルギー普及に対し、新エネルギー導入、

省エネルギー普及に関する地域状況に応じた草の根レベルでよりきめ細かい取り組みを促進

することにより、政府目標に貢献することを目標とする。 

②指 標 

 採択件数、事業への参加人数 

③達成時期 

平成２２年度 
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④情勢変化への対応 

・他の補助事業と調整を図りながら補助対象事業等の見直しを行ってきている。平成１９年度

以降は、特に見直しなし。 

 

（参考） 

○平成１５及び１６年度は、非営利民間団体を対象として設備導入事業（普及啓発事業を含む）

を実施していたが、平成１７年度から設備導入事業は「地域新エネルギー導入促進事業」へ

統合。よって平成１７年度以降は、普及啓発事業のみを対象とする見直しを行った。 

○平成１８年度は、非営利民間団体が「地域新エネルギー導入促進事業」（設備導入事業）と

同時に普及啓発事業を実施する場合は、本補助金で対応した。（平成１８年度に限る。） 

 

 

３．評価に関する事項 

① 評価時期 

・毎年度評価  平成２２年５月 

・中間評価      ― 

 

②評価方法 

・毎年度評価：採択件数、費用対効果、アンケート調査結果等を踏まえて内部評価を実施 

・中間評価：     ― 

 

［添付資料］ 
（１） 平成 21 年度概算要求に係る事前評価書（経済産業省策定）（略） 

（２） 平成 21 年度実施方針（略） 

（３） 平成 21 年度事業評価書 
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平成２1年度 事業評価書 
 

作成日 平成２２年７月２６日 

制度・施策名称 新エネルギー・省エネルギーの普及啓発 

事業名称 新エネルギー等非営利活動促進事業 コード番号：Ｐ０３０４１

担当推進部 エネルギー対策推進部 

０．事業実施内容 

 

本事業は、地域草の根レベルでの効果的な新エネルギー導入・省エネルギー普及の加速化を図

るため、営利を目的としない民間団体等が新エネルギー導入・省エネルギー普及の促進に資する

普及啓発事業に要する経費の一部を補助するものである。 

 

①対象事業 

 新エネルギー・省エネルギー普及啓発事業 

②対象事業者 

・特定非営利活動法人、公益法人、その他の営利を目的としない事業を行う法人格を有する民

間団体。 

・上記民間団体に加えて 10 人以上の構成員で活動している任意団体で定款に準ずる書類を有

している民間団体。 

③補助率 

  1/2 以内 

④平成 21 年度実施内容 

  補助件数：27 件 

交付金額：37,871 千円 

 

１．必要性（社会・経済的意義、目的の妥当性） 

 

新エネルギー導入・省エネルギー普及にあっては、技術開発及び設備導入の促進と同時に、新

エネルギー、省エネルギーの特性を踏まえ、地域環境に合った適切な設備導入を促すための普及

啓発を推進していくことが必要である。また市民レベルの新エネルギー導入・省エネルギー普及

を推進していくための気運を高めることも必要であり、地域の草の根レベルで新エネルギー導

入・省エネルギー普及の促進につながる活動を行っている特定非営利活動法人等の非営利民間団

体を支援する社会的な意義は大きい。 
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２．効率性（事業計画、実施体制、費用対効果） 

 

（１）手段の適正性 

本事業の公募・審査については、補助目的及び効率性の観点から次のとおり実施している。 

 

①公募 

本事業の公募については、NPO 等非営利民間団体が本事業を活用しやすいように通年による公

募（平成２１年３月２５日から平成２２年１月２９日）を実施している。 

公募開始日の１ヶ月前（平成２１年２月２５日）に当機構のホームページにて公募の予告を行

ない、地方経済産業局が所在する各地域（札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、

高松市、福岡市、那覇市）において、「地域新エネルギー・省エネルギービジョン策定等事業」との

合同による公募説明会を開催した。 

 

②審査 

本事業における申請案件は、講演会・セミナーやイベントを開催する事業が多いことから、これを

主催する非営利民間団体は、使用会場の手配や広告宣伝等の事前準備を速やかに進めていくことが求

められる。このため、本事業への申請があった場合は、随時受理し、約２週間で審査を完了さ

せ、交付決定の処理を行っている。 

審査の体制としては、エネルギー対策推進部内に設置する審査チームが採択要件の適合性、補

助金の効率性、公平性の観点から審査を実施した上で、主管理事が採択の決定を行っている。 
 

 

 

（２）費用対効果に関する分析 

 

 表１ 補助事業を実施した団体数 

 H19 年度 H20 年度 H21 年度 合計 

全体合計 ２０団体 １９団体 ２７団体 ６６団体

うち任意団体 ６団体 ４団体 ９団体 １９団体

 

表１に示すように、平成２１年度は、前年度の平成２０年度の１９団体から８団体（４０％）

増え、計２７団体であった。増加した補助事業者の種別を見ると増加した８団体のうち５団

体が任意団体によるものであった。 

任意団体の件数が大きく伸びた要因としては、①平成２１年４～６月に全国の地方公共団

体や地域の市民活動を支援する機関を対象に当該補助事業のホームページの掲載依頼（リン

ク付け）や広報活動用に作成したチラシを積極的に配布したため、当該補助事業の存在を各

地域の任意団体まで知らしめることが出来たこと、②「太陽光発電の新たな買い取り制度」

が平成２１年度中に開始されたこともあり、各地域において太陽光発電の導入の関心が高ま

っていることから、これら地域の任意団体が積極的に一般市民等を対象に太陽光発電の普及

啓発に取り組んだものと思料される。 
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表２ 普及啓発事業の参加人数及び１人当たりに要した補助金額 

 

 

表２に実施した普及啓発事業に参加した人数及び参加者１人当たりに要した補助金額を

示す。 

平成２１年度の事業全体の１件当たりの平均参加者数は平成２０年度と比較し約４割の

増加（H20：9,652 人／H21：13,425 人）となっており、また１人当たりの補助金額は４割近

い減少（H20：164 円／H21：104 円）となっている。これは平成２１年度の「⑥TV 制作・放

送」事業において、バイオマスの利活用に繋がる番組を制作し、九州地方全域を対象に放送

するという普及啓発事業を実施しているが、放送した時間帯が視聴率の高い昼間の時間帯で

あったことから、非常に多くの視聴者（１８４千人）が得られたことが寄与している。また、

１人当たりの補助金額も２４円／人程度と極めて低くなっており、費用に対する普及啓発効

果も高くなっているものと考える。本事業については、平成２０年度も同一のＮＰＯ法人が

実施しているが、同年度は視聴率が低い時間帯に放映したことから視聴者数４８千人に留ま

っており、前年度事業の反省点を踏まえた事業実施方法の改善が平成２１年度の事業成果に

寄与したものと考えられる。 

なお、「⑤施設見学・体験学習」については、１人当たりに要した補助金額が７，５５４

円と他の事業と比べて高額となっているが、当該事業は地域の一般市民等の自発的な参加を

募って２日間に亘って開催されていることから、参加者の問題意識が高いことに加え、普及

啓発時間も長くなっており、費用対効果は高かったものと判断される。 

 

普及啓発事業の種別 項 目 H19 年度 H20 年度 H21 年度 合計/平均 

①講演会・ｾﾐﾅｰ等の主催 

参加総数 1,562 人 1,237 人 1,204 人 4,003 人

1 件平均 195 人 137 人 100 人 144 人

１人当り 4,280 円 4,331 円 4,549 円 4,386 円

②普及啓発ｲﾍﾞﾝﾄ等の主催 

参加総数 90,705 人 115,750 人 127,737 人 334,192 人

1 件平均 22,676 人 38,583 人 18,248 人 26,503 人

１人当り 71 円 97 円 140 円 102 円

③総合展示会を主催 

参加総数 27,064 人 0 人 46,874 人 73,938 人

1 件平均 27,064 人 0 人 11,719 人 19,391 人

１人当り 186 円 0 円 188 円 187 円

④展示会等への出展 

参加総数 10,039 人 12,500 人 2,000 人 24,539 人

1 件平均 5,020 人 4,167 人 2,000 人 3,729 人

１人当り 61 円 467 円 164 円 230 円

⑤施設見学・体験学習 

参加総数 827 人 550 人 121 人 1,498 人

1 件平均 414 人 550 人 60 人 341 人

１人当り 4,985 円 5,435 円 7,554 円 5,991 円

⑥TV 制作・放送 

参加総数 0 人 48,000 人 184,000 人 232,000 人

1 件平均 0 人 48,000 人 184,000 人 116,000 人

１人当り 0 円 84 円 24 円 54 円

⑦ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等配布/HP 作成 

参加総数 11,200 人 5,350 人 0 人 16,550 人

1 件平均 3,733 人 2,675 人 0 人 3,204 人

１人当り 327 円 124 円 0 円 225 円

    合  計  

 

参加総数 141,397 人 183,387 人 361,936 人 686,720 人

1 件平均 7,070 人 9,652 人 13,425 人 10,049 人

１人当り 188 円 164 円 104 円 152 円
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３．有効性（目標達成度、社会・経済への貢献度） 

 

 

本補助事業がなかった場合の普及啓発事業への影響について、補助事業者からのアンケー

ト結果を表４に示す。 

 

表４ 補助事業者アンケート 

回答内容 回答数 回答比率 

①自己資金で実施していた  ３  １１％ 

②他から資金を調達していた  １   ３％ 

③規模を縮小していた １８  ６７％ 

④実施していなかった  ４  １５％ 

⑤回答なし  １   ４％ 

計 ２７ １００％ 

 

上記のとおり、本補助事業がなかった場合、「自己資金で実施していた」との回答は全体

の１１％にすぎず、一方の「規模を縮小していた」又は「実施していなかった」との回答は

全体の約８２％を占め、本補助事業の有効性を示す結果となっている。 

 

また、本補助事業の対象事業者である非営利民間団体は、民間企業や地方公共団体と比較

し活動資金が極めて乏しい状況にあるが、本補助事業はこうした非営利民間団体を資金面で

支援しつつ、必要資金の半分は自己調達するスキームとなっており、補助事業者の自助努力

や自発性、創意工夫を促すスキームとなっている。 

 

なお、経済産業省の行政事業レビューにおいて、本事業は所期の目的を達せられたとして廃止

との検討結果が出されている。 

 

 

 

４．優先度（事業に含まれる各テーマの中で、早い時期に、多く優先的に実施するか） 

特記なし 

 

 

５．その他の観点（公平性等事業の性格に応じ追加） 

特記なし 
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６．総合評価 

 

①総括 

平成２１年度は、サブプライム問題の余波を受け､我が国は急速な景気の悪化が背景にあ

ったにもかかわらず、申請件数は前年度比で４０％の増加（H20：19 件→H21：27 件）とな

た。これは①当該補助事業の存在を各地域に知らしめることが出来たこと。②太陽光発電を

始め、各地域において地球温暖化問題や環境エネルギー対策を真剣に考え、取り組む団体が

増加し、普及啓発活動の重要性がますます高まっていること、が起因しているものと考えら

れる。 

また、平成２１年度の事業全体の１件当たりの平均参加者数は平成２０年度と比較し約４

割の増加（H20：9,652 人／H21：13,425 人）、１人当たりの補助金額は４割近い減少（H20：

164 円／H21：104 円）となっており、前年度と比較し費用対効果も高くなっているものと考

える。 

一方、補助事業者へのアンケートでは、当該補助事業がなかった場合、全体の約８２％が

「実施していなかった」又は「規模を縮小していた」と回答しており、本補助事業の有効性

を示す結果となっている。 

 

②今後の展開 

 平成２２年度については、各地方公共団体や市民団体と連携し、当該補助事業の存在を知

らしめる広報活動を引き続き行う。 

但し、本事業は平成２２年度で所期の目的は達せられるものと考えられるため、経済産業

省の行政事業レビューの結果も踏まえ、平成２３年度以降は実施しない。 

 

 

 


